
第四次新居浜市地域福祉活動計画（案）に対する意見募集結果

社会福祉法人　新居浜市社会福祉協議会

１、意見募集期間　令和３年2月15日（月）～2月26日（金）
２、意見提出人数　個人　4人
３、意見提出件数　5件
４、意見の概要と意見に対する考え方

番号 提出された意見の概要 意見に対する考え方

1

独居高齢者見守り推進事業（41頁、1行目）

　私は見守り推進員をしておりますが、推進員は定年制があ
りません。民生委員は定年制があります。定年制にしていた
だけないでしょうか。現在は身体的に無理な方は自分の考え
で止めておりますが、引継ぎがいなくて大変です。自分で探
しているのが現状です。独居の方の中にはデイサービスに
通っている方もおりますが、その方達も見守りを続けておりま
す。
　若い方は仕事をしている方とか家庭に居る方でもボランティ
アの考えの出来ない方等いろいろです。高齢になっても独居
高齢者も見守ることや人数も増えたり大変になってきていま
す。

　見守り推進員としてご協力いただいていることに感謝しま
す。

　この事業は新居浜市からの委託により、社協支部が実施し
ています。在宅における一人暮らしの高齢者が、安心して生
活できるよう、不測の事故・災害の防止を図るため、見守りが
必要な方（70歳以上の独居高齢者が原則）に対する安否確認
を行っています。

　見守り推進員は、地域の実情をよく知っている方でないとで
きない活動だと考えております。見守りに限らず、地域の諸活
動に対して、地域住民の参画及び、担い手が減少していま
す。見守り推進員の重要性を考慮しつつ、社協支部と情報共
有しながら、負担を軽減できるよう、制度の見直しについても
新居浜市と協議していきます。
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　地域福祉推進計画の位置づけ（９頁、図）

　図に自助、互助、共助、公助とあり、よく使われています
が、自助に関しては、あまり紛れが少ないと思いますが、互
助以下は定義が曖昧なところがあり、共助を互助と同じよう
な意味で使用している場合があります。地域福祉推進計画で
は、互助、共助、公助の具体的な内容はどのようにお考えで
しょうか。

　新居浜市地域福祉推進計画では次のように定義されていま
す。

●互助
家族・友人・趣味の仲間、自治会など、個人的な関係性を持
つ人同士が助け合い、お互いが生活課題を解決し合う力。
（相互に支え合うという意味では「共助」と共通しますが、制度
的な費用負担などの裏付けがない、あくまでも自発的な支え
合い）
●共助
制度化された相互扶助のこと。医療、年金、介護保険、社会
保険制度など、被保険者や組合員などの相互負担で成り立ち
ます。
●公助
自助・互助・共助では対応出来ない、最終的に必要な生活保
障を行う社会福祉制度のこと。公による負担（税による負担）
による高齢者福祉事業、生活困窮に対する生活保護、人権擁
護、虐待対策など。

　「互助」は相互に支え合っているという意味で「共助」と共通
点がありますが、費用負担が制度的に裏付 けられていない
自発的なものです。「共助」の一例としては介護保険に代表さ
れる社会保険制度及びサービスなどが該当します。
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4高齢者福祉の推進④生活支援事業（115頁、下段）

　現状や課題では独居高齢者の増加による災害時対応の必
要性が高まっている。災害時における避難行動要支援者台
帳等の関係機関（自治会、消防署）との情報共有や連携が
求められる。

 高齢者福祉センターの利用者については、「緊急連絡カード」
を整備し、個人情報（緊急時の連絡先情報等）として管理して
います。この情報を社協が推進する「独居高齢者見守り推進
事業」等と共有し、最新情報に更新していくことで、地域の独
居高齢者で高齢者福祉センターを利用する人の状況把握に
努めるとともに、災害時には関係機関に情報提供できるよう
更なる整備、連携に取り組みます。
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5権利擁護の推進（5）生活困窮者自立支援事業（117頁）

　新型コロナウイルス感染拡大の長期化により、孤独や孤立
問題への対応を強化する。新型コロナを受けて、多くの子ど
も・若者は不安を高め、望まない孤独の問題が起こってい
る。
　子どもや若者の自殺に関し、コロナの影響も懸念され、問
題となっている。

　コロナ禍がもたらした孤独や孤立の問題はとても深刻な課
題です。まずは、孤独を感じているのは自分一人ではないと
いうことを知ってもらうことが大切です。そして、孤独を解消す
る方法や相談窓口を知ってもらうために、子どもや若者が得
やすい方法で情報を提供することが大切だとと考えています。
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社会福祉協議会金栄支部　地域福祉活動計画字句修正（53
頁、55頁）

「長期居介護者支援事業」→「長期介護者支援事業」
「ウィメンズプザ」→「ウィメンズプラザ」

　字句を修正します。

令和3年3月5日


